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林
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付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
林
業
経
営
の
効
率
化
及
び
森
林
の
管
理
の
適
正
化
の
一
体
的
な
促
進
を
図
る
た
め
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象

と
す
る
森
林
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
、
森
林
所
有
者
か
ら
経
営
管
理
権
を
取
得
し
た
上
で
、

自
ら
経
営
管
理
を
行
い
、
又
は
経
営
管
理
実
施
権
を
民
間
事
業
者
に
設
定
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
責
務

１

森
林
所
有
者
は
、
そ
の
権
原
に
属
す
る
森
林
に
つ
い
て
、
適
時
に
伐
採
、
造
林
及
び
保
育
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

経
営
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

市
町
村
は
、
そ
の
区
域
内
に
存
す
る
森
林
に
つ
い
て
、
経
営
管
理
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ

う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積

１

市
町
村
は
、
そ
の
区
域
内
の
森
林
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
経
営
管
理
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
経
営
管
理
権
を
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集
積
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
森
林
所
有
者
の
経
営
管
理
の
意
向
調
査
を
行
い
、
又
は

森
林
所
有
者
の
申
出
を
受
け
て
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
森
林
所
有
者
及
び
使
用
収

益
権
者
の
全
部
の
同
意
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

市
町
村
が
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
公
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村
に
経
営
管
理
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
所
有
者
不
明
森
林
等
に
係
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
手
続
の
特
例

１

次
の
場
合
に
は
、
市
町
村
に
よ
る
探
索
、
公
告
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
裁
定
な
ど
一
定
の
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ

り
、
森
林
所
有
者
か
ら
市
町
村
に
経
営
管
理
権
を
設
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

イ

共
有
者
の
一
部
が
不
明
な
場
合

ロ

確
知
さ
れ
て
い
る
所
有
者
が
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
不
同
意
の
場
合

ハ

所
有
者
が
不
明
な
場
合

２

１
の
手
続
に
よ
り
、
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
は
、
一
定
の
場
合
に
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
。

３

１
の
手
続
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
経
営
管
理
権
の
存
続
期
間
は
、
五
十
年
を
限
度
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
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四
、
市
町
村
に
よ
る
森
林
の
経
営
管
理

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
を
取
得
し
た
森
林
（
経
営
管
理
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
経

営
管
理
を
行
う
事
業
（
以
下
「
市
町
村
森
林
経
営
管
理
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
民
間
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
配
分

１

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
を
有
す
る
森
林
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
に
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
行
お
う
と
す
る
場

合
に
は
、
都
道
府
県
が
民
間
事
業
者
を
公
募
し
、
要
件
を
満
た
す
応
募
者
と
し
て
公
表
し
た
者
の
中
か
ら
、
市
町
村
が
経

営
管
理
実
施
権
を
設
定
す
る
民
間
事
業
者
を
選
定
し
、
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
が
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
を
公
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
事
業
者
に
経
営
管
理
実
施
権
が
設
定
さ
れ
る

こ
と
と
す
る
。

六
、
都
道
府
県
に
よ
る
市
町
村
の
事
務
の
代
替
執
行

都
道
府
県
は
、
市
町
村
森
林
経
営
管
理
事
業
等
に
関
す
る
事
務
の
実
施
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該

事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
、
市
町
村
の
名
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七
、
林
業
経
営
者
に
対
す
る
支
援
措
置
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１

国
有
林
野
事
業
に
お
け
る
配
慮
等

国
は
、
国
有
林
野
事
業
に
係
る
伐
採
等
を
他
に
委
託
し
て
実
施
す
る
場
合
に
は
、
林
業
経
営
者
（
五
に
よ
り
経
営
管
理

実
施
権
の
設
定
を
受
け
た
民
間
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
す
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
よ
る
助
言
等

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
は
、
林
業
経
営
者
に
対
す
る
経
営
の
改
善
発
達
に
係
る
助
言
等
の
支
援
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

八
、
災
害
等
防
止
措
置
命
令

市
町
村
の
長
は
、
伐
採
又
は
保
育
が
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
周
辺
の
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
事
態
等
の
発
生

を
防
止
す
る
た
め
、
森
林
所
有
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
自
ら
こ
れ
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

九
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


